
 

地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」の公募について（公告） 

 

平成２９年度の地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」の受託者を公募します。 

 

平成２９年３月１７日 

一般財団法人かがわ県産品振興機構 理事長 

 

 

Ⅰ 企画競争の概要 

１ 委託業務名    

地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」 

 

２ 委託期間   契約締結の日から平成３０年３月２３日（金）まで 

           

３ 業務内容    

別添  地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」仕様書のとおり 

 

４  応募資格 

 委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者で、次の各号のすべてに該当するもの。ただし、宗教

活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の

対象者とはしないものとする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

(２) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者。 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法

律第２２５号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、次に掲げる者は、この要件を

満たすものとします。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者。 

（４） 香川県税等に滞納のない者 

（５） 伝統的工芸品や地場産品などのプロモーションについて、地方自治体などから受注し、的確に履行

した実績を有すること。 

 

５ 経費の上限額 

２,５００,０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 



 

６ 応募意思の連絡 

（１） 連絡方法：地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」に係る企画競争参加申込書

（様式１）を持参またはファックスで下記９「連絡・提出先」まで送付すること。なお、「企画競争参加申

込書」の提出後に辞退する場合には、「辞退届」（様式２）を提出すること。 

（２） 締切日時：平成２９年３月２７日（月）１５時必着（持参または郵送） 

   ※持参の場合は、土・日曜日、祝日を除き８時３０分～１２時、１３時～１７時１５分（ただし、３月２

７日のみ１３時～１５時） 

※期間内に参加申込みをしない者は、企画競争に参加できない。 

（３） 本企画競争に関する質問は、地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」質問書

（様式３）により、平成２９年３月２７日（月）１５時までに下記９「連絡・提出先」へ持参またはファックス

で問い合わせること。なお、各応募者からあった質問事項のうち、重要と判断した事項については、

平成２９年３月２９日（水）１７時１５分までに、参加者全員に回答をメールもしくはファックスで送付す

る。 

 

 ７ 企画書及び提出物の提出締切 

   企画書提出期日：平成２９年５月８日（月）１５時必着（持参または郵送） 

※持参の場合は、土・日曜日、祝日を除き８時３０分～１２時、１３時～１７時１５分（ただし、５月８日のみ

１３時～１５時） 

 ※ 提出物の内容は、下記８のとおり 

 

 ８ 提出物 

（１） 地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」企画書 ８部（社名入り１部、社名なし７

部）  

   （２）地場産品 PR 推進事業「香川の地場産品プロモーション業務」見積書（様式５） ８部（社名入り１部、

社名なし７部） ※ １部は代表者の職氏名を記載の上、押印し、他７部は写しでかまわない。 

   （３） 企画提案者の概要がわかる書類（様式任意） １部 

     ※ 会社案内、パンフレット等によることでも可 

   （４） 香川県税等（すべての税目）に滞納のない旨の証明書及び法人税、消費税及び地方消費税に未

納の税額のない旨の証明書 各１部 

     ※１ 企画書提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。（写しの場合、代表者が記名押印の上、原

本と相違ないことを証明すること。） 

     ※２ 法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税務署の納税証明書に

よる場合、納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の

ない証明書用）を提出する。 

   （５） 決算状況を明らかにする書類（直近２事業年度分） １部 



 

   （６） 登記事項証明書 １部 

     ※ 企画書提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。（写しの場合、代表者が記名押印の上、原本

と相違ないことを証明すること。） 

 

 ９ 連絡・提出先 

   一般財団法人かがわ県産品振興機構 販路開拓部 

   香川県交流推進部県産品振興課内 藤本 

   〒７６０－８５７０ 香川県高松市番町四丁目１番１０号 

   TEL ０８７－８３２－３３８３  FAX ０８７－８０６－０２３７  E-mail pm6337@pref.kagawa.lg.jp 

 

 １０ その他 

   （１） 応募にあたっての必要な書類は応募者の負担とし、応募書類は返却しない。また、提出された書類の

受領後の差し替え及び再提出は認めない。 

       なお、一般財団法人かがわ県産品振興機構（以下「機構」という。）が必要と認める場合は、追加資料

の提出を求める場合がある。 

   （２） 企画競争に応募した企業名等は、公表する場合がある。 

   （３） 応募及び企画競争参加にかかる費用は、すべて応募者の負担とする。 

   （４） 採用された企画提案、デザインなどの著作権は、全て機構に帰属する。 

 

Ⅱ 企画競争の条件等 

１ 企画競争の実施方法 【プロポーザル方式による書類審査】 

見積書と企画書等の受付後、下記により機構」が設置する「地場産品PR推進事業『香川の地場産品プロモ

ーション業務』」企画競争審査会において、提出された企画書など書類を審査し、契約候補者を選定する。 

 

 ２  審査結果は、全ての応募者に対して５月中旬予定で文書にて通知する。 

 

 ３ 契約の締結 

   選定した契約候補者と機構とが協議し、それぞれの委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結す

る。（香川県会計規則第１４９条に基づき、契約保証金の納付を求める場合がある。） 

仕様書の内容は、提案された内容を基本とするが、契約候補者と機構との協議により最終的に決定する。 

なお、選定した契約候補者と機構との間で行う仕様の詳細事項についての協議が整わなかった場合には、

審査結果において、その総合評価が次に高い応募者と協議を行う。 

 

 ４ 委託料の支払 

   委託料の支払時期、金額、支払方法等は契約で定める。 



 

 

 ５ 業務の適正な実施に関する事項 

   （１） 受託者は、受託者が行う委託業務については、一括して第三者に委託し、又は請け負わせる 

ことができない。ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、機構と協議の 

上、委託業務の一部を委託することができる。 

   （２） 受託者が本委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合には、香川県個人情報保護 

条例（平成１６年香川県条例第５７号）等に基づき、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及 

びき損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 

   （３） 受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のた 

めに利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

Ⅲ 様式等 

１ 「地場産品 PR 推進事業『香川の地場産品プロモーション業務』」に係る企画競争参加申込書（様式１） 

２ 「地場産品 PR 推進事業『香川の地場産品プロモーション業務』」に係る企画競争辞退書（様式２） 

３ 「地場産品 PR 推進事業『香川の地場産品プロモーション業務』」に係る企画競争質問書（様式３） 

４ 「地場産品 PR 推進事業『香川の地場産品プロモーション業務』」 に係る地方自治体などからの受注及

び実施実績書（様式４） 

５ 「地場産品 PR 推進事業『香川の地場産品プロモーション業務』」に係る見積書（様式５） 

 

（参考） 

 スケジュール  

３月１７日（金）       公告開始 

３月２７日（月） １５時  応募意思表明及び質問書提出の締切 

５月 ８日（月） １５時  企画書等資料提出締切 

５月 ９日(火) ～     書類審査 

５月中旬予定       審査結果通知 


